
0

支払基金サービス向上計画
（平成２３～２７年度）

ー より良いサービスをより安く ー

社会保険診療報酬支払基金

【概要】

平成２３年１月１３日
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○ 平成２７年度以降引き続き、若干の紙レセプトが残存。

○ 平成２７年度には、レセプトの電子化がおおむね完了。

「支払基金サービス向上計画」の策定の背景

○ 手数料をめぐる保険者団体との間での協議

○ 行政刷新会議「事業仕分け」

○ 厚生労働省「審査支払機関の在り方に関する検討会」

○ 厚生労働省省内事業仕分け

・手数料の引下げ
・審査支払機関の
統合・競争 等

平成２３～２７年度を対象期間とする「支払基金サービス向上計画」を策定。

・コストの削減

レセプトの電子化の進展

支払基金をめぐる議論

・組織のスリム化
・余剰資産の売却
・事務・事業の改革

等
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「支払基金サービス向上計画」の全体像

○ レセプトの電子化がおおむね完了。それに対応した業務処理

体制が本格的に稼働する段階に移行。

「ＩＴを導入して補助的に活用する仕組み」から

「確立したＩＴを最大限に活用する仕組み」へ転換。

○ 「社会の要請に応える良質なサービスの提供」

「コスト意識をもった効率的な事業運営」

「より良いサービスをより安く」提供。
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良質なサービスの提供

（１） コンピュータチェックの充実

【原審査査定点数に占めるコンピュータチェックの寄与率の倍増： 4割程度→7割程度】

（２） 突合点検及び縦覧点検の実施（平成２３年４月～）

請求件数１万件当たりの査定件数 請求点数１万点当たりの査定点数

突合点検 100件程度 12点程度

縦覧点検 35件程度 5点程度

１ 原審査の充実

レセプト点検を実施する保険者の事務処理負担の軽減
【原審査請求１万件当たりの保険者の再審査請求件数の半減 ： 100件程度→45件程度】
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２ 審査の不合理な支部間差異の解消

（１） 審査委員会の機能の強化

① 「専門分野別ワーキンググループ」の編成

② 「審査に関する苦情等相談窓口」の設置

③ 「審査委員長等ブロック別会議」の開催

④ 「審査委員会間の審査照会」の実施

⑤ 「医療顧問」の配置

（２） 審査委員と職員との連携の強化

（３） 審査の差異に関する分析評価

３ 査定に現れない審査の意義の見える化 等
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効率的な事業運営

２ 総コスト削減のための方策

（１） 職員定員の削減

１ 効率的な事業運営のための基盤の整備

（１） ブロック中核支部等を中心とする業務の集約

① 電子レセプトに係る職員の審査事務
② 紙レセプトに係る請求支払
③ 資金管理（出納管理、債権管理等） 等

（２） 医療事務電算システムの機器更新 等

（２） 給与水準の引下げ

（３） コンピュータシステム関連経費の縮減 等

【ラスパイレス指数の引下げ ： １０６（平成21年度） → １００】

平成１３年度 平成２２年度 平成２７年度

６，３２１人 ４，９３４人 ４，３１０人

▲６２４人（▲１２．６％）

▲２，０１１人（▲３１．８％）

▲１，３８７人（▲２１．９％）
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平成１３年度決算 平成２２年度予算 平成２７年度見込み

８７６．６億円 ８２５．３億円 ７３７．７億円

人件費及び物件費の両面にわたる総コストの削減

平成９年度決算 平成２２年度予算 平成２７年度見込み

１０７．２９円 ９０．２４円 ８０．００円

全レセプトの平均手数料の引下げ

３ 総コストの削減を通じた手数料水準の引下げ

▲５１．３億円（▲５．９％）

▲１３８．９億円（▲１５．８％）

▲８７．６億円（▲１０．６％）

▲１７．０５円（▲１５．９％） ▲１０．２４円（▲１１．３％）

▲２７．２９円（▲２５．４％）
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４ コスト構造の見える化

　　全レセプト（９０６，３４１千件）

電子レセプト
（８６６，６５６千件）

紙レセプト
（３９，６８５千件）

コスト
（億円） 548.6 521.0 27.6

単価
（円） 60.53 60.12 69.52

コスト
（億円） 107.2 65.7 41.5

単価
（円） 11.83 7.58 104.62

コスト
（億円） 69.3

単価
（円） 7.65

コスト
（億円） 725.1 － －

単価
（円） 80.00 75.34 181.78

区分

現業業務

管理業務

全業務

審査業務

請求支払業務

7.65

69.3

平成27年度における事務費収入で賄われる支出に係るコスト構造の見込み
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５ 手数料体系の見直し

○ 現行では、手数料を設定するに当たり、

① 保険者におけるオンライン化を推進しようとする厚生労働省の要請を受けて、
保険者がレセプトを受け取る形態でオンライン分、電子媒体分及び紙媒体分に
区分。

② 支払基金の原審査の段階で単月点検しか実施していないため、医科 ・ 歯科
レセプトと調剤レセプトとを区分。

（注） 現行でも、保険者の申出に基づく調剤レセプトの審査に際しては、調剤レセプトについて、医科・歯科レセプト

と同額で手数料を徴収する取扱い。

○ 今後、
① 保険者によるオンラインでの電子レセプトの受取り（平成２３年４月～）
② 支払基金の原審査の段階における突合点検及び縦覧点検の実施

（平成２３年４月～）
を踏まえ、コストと手数料との対応関係を明確化するため、手数料の算定方法を
見直す方針。

○ 具体的には、審査業務及び請求支払業務並びに管理業務を区分し、それらの
区分ごとに事務費収入で賄われる支出をレセプト件数で除する方法により、
レセプト１件当たりの手数料を算定するなど、手数料体系の見直しについて、
保険者団体と協議する方針。
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現行の手数料体系の問題点

○ 従前、単月点検しか実施していなかったことに伴い、調剤レセプトについては、
医科・歯科レセプトと異なり、審査委員会による原審査の決定の対象としていなかったところ。

○ 平成２３年４月より、突合点検及び縦覧点検も実施することに伴い、調剤レセプトは、
医科・歯科レセプトと同様に、審査委員会による原審査の決定の対象となるところ。

○ このため、今後、調剤レセプトに係る手数料を医科・歯科レセプトに係る手数料と同額に
設定することが論理的。

原審査段階で単月点検しか

実施しない場合（平成22年度）

原審査段階で突合点検及び縦覧点検も

実施する場合（平成23年度）

現行の取扱い 見直しの方向性

医科・歯科

レセプト

調剤

レセプト

原審査段階

再審査段階

合計

104.00円

0円

104.00円

原審査段階 47.00円

再審査段階 57.00円

合計 104.00円

再審査段階で保険者の申出に基づいて
調剤レセプトを医科・歯科レセプトと

突合する審査を実施。

保険者団体との間での協議の状況を
踏まえ、現行の手数料体系を

前提として単価を改定。

原審査段階

再審査段階

合計

101.40円

0円

101.40円

原審査段階 44.40円

再審査段階 57.00円

合計 101.40円

原審査段階で保険者の申出に
よらずに調剤レセプトを医科・歯科
レセプトと突合する審査を実施。

（注） レセプト1件当たりの手数料の金額は、保険者が電子レセプトをオンラインで受け取る場合のものである。

原審査段階

再審査段階

合計

85.50円

0円

85.50円

原審査段階

再審査段階

合計

85.50円

0円

85.50円
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医療保険制度に貢献する公的な役割

１ レセプト電算処理システムの開発及び運用

２ 電子点数表の作成及び公表

３ 医薬品の適応外使用の事例に関する取扱いの検討

４ 診療報酬改定を始めとする医療保険制度改正に係る円滑な対応

５ 審査支払制度の見直しに関する提言

６ 医療費の動向に関する分析
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厚生労働省検討会等で検討されるべき
審査支払制度の見直しに関する論点

○ 「支払基金サービス向上計画」は、都道府県単位の審査委員会による
審査の決定など、あくまでも、現行の審査支払制度の枠組みを前提と
するもの。

○ このような制度的な枠組みを越えて支払基金の改革を求めるので
あれば、厚生労働省のほか、保険者及び診療担当者を始めとする
関係者において、厚生労働省検討会等を通じ、審査支払制度の
見直しに関する成案を得ることが必要。

○ 平成23～27年度における支払基金の取組みを記述した上で、
審査支払制度の見直しをめぐる議論に供するため、審査委員会
の在り方など、支払基金としていくつかの論点を提起。


